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�愛媛県告示第７４８号
次のとおり落札者を決定した。

令和４年７月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７４９号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人の指定が取り消されたので、愛媛県証紙条例（昭和３９年愛媛県条例第８号）第５条第３項の規定によ

り告示する。

令和４年７月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

電子黒板機能付きプロジェクター
２６９セット

愛媛県出納局会計
課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

令和４年５月２０日
四国通建株式会社
愛媛県今治市南大門町
一丁目１番地の１５

１８７，４４０，０００円 一般競争入札 令和４年４月８日

指定
番号

売 り さ ば き 人
売 り さ ば き 所 取 消 年 月 日

住 所 氏 名 又 は 名 称

松第
８９号

松山市桑原３丁目３番１号 指定金融機関
伊予銀行桑原支店

松山市桑原３丁目３番１号 令和４年７月２９日

松第
８８号

松山市清水町３丁目４３番地１５ 指定金融機関
伊予銀行城北支店

松山市清水町３丁目４３番地１５ 令和４年７月２９日

松第
５９号

松山市中島大浦３０４８番地 指定金融機関
伊予銀行中島支店

松山市中島大浦３０４８番地 令和４年７月２５日

毎週（火・金）曜日発行 第３２１号 令和４年７月５日

令和４年７月５日火曜日 第３２１号
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人事委員会公告

�愛媛県告示第７５０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

新居浜市新須賀土地改良区の定款の変更を認可した。

令和４年７月５日

愛媛県東予地方局長 山 本 泰 士
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�愛媛県告示第７５１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

新居浜市高柳土地改良区の定款の変更を認可した。

令和４年７月５日

愛媛県東予地方局長 山 本 泰 士
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�愛媛県告示第７５２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

新居浜市下泉土地改良区の定款の変更を認可した。

令和４年７月５日

愛媛県東予地方局長 山 本 泰 士
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�愛媛県告示第７５３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

道後平野土地改良区から次のとおり役員が就任した旨の届出があっ

た。

令和４年７月５日

愛媛県中予地方局長 大 北 秀

就 任

�愛媛県人事委員会公告第６号
令和４年度愛媛県職員採用候補者（初級及び資格免許職）試験公告

令和４年７月５日

愛媛県人事委員会

〒７９０－００１２ 松山市湊町四丁目４番地１ 伊予鉄本社ビル２階 電話（０８９）９１２－２８２６�
�
�
�
��

試験当日用緊急連絡先 ０８０－７０３９－１１８９ ※試験当日のみ通話可能

�
�
�
�
��愛媛県職員採用情報ホームページ https://www.pref.ehime.jp/employment/

１ 試験区分、採用予定人員及び職務内容

試験は、次の試験区分ごとに行いますが、このうち希望するいずれか一つについて受験の申込みができます。なお、申込後の試験区分

の変更はできません。

� 初級

試 験 区 分 採用予定人員 職 務 内 容

一 般 事 務 １４人程度
知事部局、教育委員会事務局等の本庁若しくは地方機関、県立学校又は公立小・中学校に勤務し、一般事務に従

事します。

警 察 事 務 ５人程度 警察本部又は警察署に勤務し、警察事務に従事します。

電 気 １人程度
知事部局又は公営企業管理局の本庁又は地方機関に勤務し、発電施設等の設計・施工・維持管理等の業務に従事

します。

� 資格免許職

試 験 区 分 採用予定人員 職 務 内 容

大 学

卒業程度
司 書 １人程度

議会事務局、教育委員会事務局の本庁又は図書館に勤務し、図書資料の収集・分類・整理、図書の貸

出し等の業務に従事します。

２ 受験資格

� 日本の国籍を有する者

ただし、資格免許職については、日本の国籍を有しない者であっても、次のいずれかに該当する者は受験することができます。

ア 出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）に定められている永住者

イ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成３年法律第７１号）に定められている特

別永住者

� 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条各号のいずれにも該当しない者

� それぞれの試験について、次に該当する者

ア 初級

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 大 西 良 和 松山市枝松五丁目８番２５号

〃 末 永 洋 一 松山市柳原２２４番地



愛 媛 県 報令和４年７月５日 第３２１号

６２１

試 験 区 分 受 験 資 格

一 般 事 務

平成１３年４月２日から平成１７年４月１日までに生まれた者（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学（短期大学を除く。）又

はこれと同等と人事委員会が認めるもの（以下「大学等」という。）を卒業した者及び令和５年３月末日までに大学等を卒業する見込

みの者は、除く。）

警 察 事 務

電 気

イ 資格免許職

試 験 区 分 受 験 資 格

司 書

� 次のいずれかに該当する者

ア 昭和６３年４月２日から平成１３年４月１日までに生まれた者

イ 平成１３年４月２日以降に生まれた者で、大学等を卒業した者又は大学等を令和５年３月末日までに卒業する見込みの者

� 司書の資格を有する者又は令和５年３月末日までにこの資格を取得する見込みの者

３ 試験の日時、試験会場及び合格発表

区 分 日 時 試 験 会 場 合 格 発 表

第 １ 次 試 験

令和４年９月２５日（日曜日）

�初級（一般事務、警察事務）

受付開始 午前８時１５分

着 席 午前９時１５分

試 験 午前９時１５分～午前１１時４５分

�初級（電気）、資格免許職

受付開始 正午

着 席 午後１時

試 験 午後１時～午後３時３０分

愛媛県県民文化会館

（松山市道後町二丁目５番１号）

１０月上旬

合格発表日は第１次試験当

日にお知らせします。

※ 受付時間（午前８時１５分～午前９時又は正午～午後０時４５分）に遅刻した場合は受験できません。

第 ２ 次 試 験
１０月中旬～下旬に松山市内で実施予定です。

詳細は、第１次試験合格者に通知します。
１１月中旬

合格発表は、合格者の受験番号を愛媛県職員採用情報ホームページ（以下「ホームページ」という。）に掲載します。

４ 試験の方法等

� 試験は、第１次試験及び第２次試験とし、次のとおり行います。

なお、第２次試験は、第１次試験合格者に対して行います。

区 分 試験・検査種目 配点 試 験 の 内 容

第
１
次
試
験

初 級
�
�
�
一般事務��

�警察事務
教 養 試 験 ９０点 高等学校卒業程度の一般的知識及び知能について、筆記試験を行います（択一式５０題、解答時間２時間）。

初級（電気）
資格免許職

専 門 試 験 ９０点
各試験区分に応じて必要な専門的知識及び技能について、筆記試験を行います（択一式４０題、解答時間

２時間）。
なお、試験の出題分野は、おおむね別表のとおりです。

第２次試験

口 述 試 験 ３００点 人物について総合的に評定するため、個別面接を行います。

作 文 試 験 ６０点 識見、思考力、表現力等について、作文試験を行います（課題１題、解答時間１時間）。

適 性 検 査 － 職務遂行に必要な適性について、検査を行います。

� 第１次試験合格者は、初級（一般事務、警察事務）にあっては教養試験、初級（電気）及び資格免許職にあっては専門試験の得点の

高い順に決定します。ただし、各試験とも、一定の基準に達しない場合は、得点にかかわらず不合格となります。

� 最終合格者は、第１次試験の得点と第２次試験の得点を合計した総合得点の高い順に決定します。ただし、第２次試験の各試験・検

査種目のうち、一定の基準に達しない種目がある場合は、総合得点にかかわらず不合格となります。
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� 教養試験及び専門試験の例題と前年度に出題した作文試験の課題を、ホームページに掲載しています。

また、愛媛県人事委員会事務局等において閲覧することもできます。

５ 受験申込み

� 受験の申込みは、ホームページから「愛媛県採用試験受験等申込システム」（以下「システム」という。）にアクセスし、画面の指

示に従って全ての必要項目を入力の上、受付期間中に送信してください。

なお、受付期間は次のとおりです。

令和４年８月１２日（金）午前８時３０分から８月２９日（月）午後５時１５分まで

※ 原則、郵送や持参による申込みは受付できませんが、インターネットにより申し込むことができない特段の事情がある場合は、

８月２２日（月）までに愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

� 申込みは「事前登録」と「本申込み」の２段階方式となっています。まず、事前登録を行いＩＤ番号とパスワードを取得した後、受

付期間中にシステムのマイページにログインして本申込みを行ってください（ＩＤ番号とパスワードは受験票の印刷等、以後の手続に

必要ですので、必ず控えておいてください。）。

� 本申込みの受付が完了したら、登録されたメールアドレス宛てに「申込み完了のお知らせ」の電子メールを自動送信します。この電

子メールが届かない場合は、必ず受付期間中に愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

� 申込方法等に関する問合せは、受付期間中の午前８時３０分から午後５時１５分まで（ただし、土曜日、日曜日及び祝日等の閉庁日を除

く。）受け付けます（原則、電話で愛媛県人事委員会事務局（（０８９）９１２－２８２６）へ問い合わせてください。）。

� 受付期間内に申込みが完了しなかった場合は、受験できません（受付期間中は、２４時間申込みを受け付けますが、保守点検作業等の

ためシステムを停止する場合があるほか、受付期間終了の直前は、システムが混み合うおそれがあるので、余裕を持って申込みを行っ

てください。）。

なお、使用される機器や通信回線上の障害等によるトラブルについては、一切責任を負いません。

６ 受験票の交付

� 受験申込受付締切後に登録されたメールアドレス宛てに「受験票交付のお知らせ」の電子メールを送信します。９月１６日（金）まで

に電子メールが届かない場合は、愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

� 「受験票交付のお知らせ」の電子メールが届いたら、システムのマイページにログインし、受験票をダウンロードして印刷してくだ

さい。

� 印刷した受験票は、記載されている事項を確認し、確認した年月日を記入の上、申込者本人が署名して第１次試験受験の際に必ず持

参してください。

７ 合格から採用まで

� この試験の最終合格者は、愛媛県職員採用候補者として、試験区分ごとに作成する採用候補者名簿（以下「名簿」という。）に記載

されます。

この名簿は、原則として、令和５年４月以降の採用に対するもので、その有効期間は、名簿に記載された日（合格通知書に記載）か

ら１年間です。

� 採用は、名簿に記載された者のうちから任命権者（知事、公営企業管理者、教育委員会、警察本部長等）がそれぞれ選考を行い、決

定します。したがって、名簿に記載された者が全て採用されるとは限りません。

� 資格免許職については、所定の時期までに資格を取得しなかった場合は、採用されません。

� 日本の国籍を有しない者については、公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる職以外の職に任用されます。

８ 給与

初任給は、職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）等の規定により、原則として、次のとおり支給され、このほか該当

者に対しては、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当等が支給されます。

試 験 区 分 現 行 給 料 月 額

一 般 事 務

初 級 警 察 事 務 行政職給料表１級９号給 １５５，６７４円

電 気

資格免許職 司 書 行政職給料表１級２９号給 １８９，６４３円

※ 学歴や職歴などに応じて、一定の基準により加算される場合があります。

９ 試験結果の開示

この試験の結果については、郵送による開示請求を受け付けます。

開示を請求する場合は、試験成績開示請求書に必要事項を記入の上、受験票と返信用封筒（定形、縦１４㎝～２３．５㎝×横９㎝～１２㎝）を
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同封して、愛媛県人事委員会事務局宛てに郵送してください。

※ 返信用封筒には必ず宛先を明記し、返信用切手４０４円（簡易書留相当分）を貼ってください。

※ 試験成績開示請求書及び受験票は、システムのマイページにログインし、ダウンロードして印刷したものを同封してください。

開示請求できる人 開 示 内 容 請求受付期間 開示方法

第 １ 次 試 験

不 合 格 者

第１次試験の得点及び順位（ただし、一定の基準に達しない場合は、順位に代えてそ

の旨）

第１次試験

合格発表の日

から１月間 郵 送 に よ り

開 示 を 請 求
第 ２ 次 試 験

受 験 者

第１次試験の得点及び順位並びに第２次試験の試験種目別得点、総合得点及び総合順

位（ただし、第２次試験で一定の基準に達しない試験・検査種目がある場合は、総合

順位に代えて当該試験・検査種目名）

第２次試験

合格発表の日

から１月間

※ 新型コロナウイルス感染症等拡大防止の観点から、郵送による開示請求としていますが、愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛媛県

条例第４１号）第２９条第１項の規定に基づき、口頭により開示を請求することもできます。

１０ その他

心身の機能の障がいにより、受験時に配慮を必要とする場合は、受付期間内に愛媛県人事委員会事務局へ申し出てください。ただし、

内容によってはお応えできないことがあります。

台風などの自然災害等により、やむを得ず試験の日程・開始時刻を変更することがあります。

変更がある場合は、システム及び受験申込受付締切時に登録されたアドレス宛ての電子メールにてお知らせします。

別表（４関係）

専門試験（初級（電気）・資格免許職（司書））の出題分野

試 験 区 分 出 題 分 野

電 気 数学・物理・情報技術基礎、電気基礎、電気機器・電力技術・電子計測制御、電子技術・電子回路・通信技術・電子情報技術

司 書
生涯学習概論、図書館概論（図書館制度を含む。）、図書館経営論、図書館サービス論、情報サービス論、図書館情報資源論、情報

資源組織論、児童サービス論

�愛媛県人事委員会公告第７号
令和４年度障がい者を対象とした愛媛県職員採用候補者（初級）試験公告

令和４年７月５日

愛媛県人事委員会

〒７９０－００１２ 松山市湊町四丁目４番地１ 伊予鉄本社ビル２階

電話（０８９）９１２－２８２６ ＦＡＸ（０８９）９１２－２８１９

�
�
�
�
�
�
�

試験当日用緊急連絡先 ０８０－７０３９－１１８９ ※試験当日のみ通話可能

�
�
�
�
�
�
�愛媛県職員採用情報ホームページ https://www.pref.ehime.jp/employment/

１ 試験区分、採用予定人員及び職務内容

試 験 区 分 採 用 予 定 人 員 職 務 内 容

一 般 事 務 ３人程度
知事部局、公営企業管理局、教育委員会事務局等の本庁若しくは地方機関、県立学校又は公

立小・中学校に勤務し、一般事務に従事します。

２ 受験資格

� 昭和６３年４月２日から平成１７年４月１日までに生まれた者

� 以下のいずれかに該当する者（申込日及び受験当日に有効であることが必要です。）

・身体障害者手帳の交付を受け、その障がいの程度が１級から６級までの者

・都道府県知事又は政令指定都市市長が発行する療育手帳の交付を受けている者

・児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医又は障害者職業センターにより知的障がいがあると

判定された者

・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

� 日本の国籍を有する者

� 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条各号のいずれにも該当しない者



愛 媛 県 報令和４年７月５日 第３２１号

６２４

３ 試験の日時、試験会場及び合格発表

区分 日 時 試 験 会 場 合 格 発 表

第１次

試 験

令和４年１０月２３日（日曜日）

受付時間
�
�
�
�
�
�
�

午前８時１０分～午前８時５５分

�
�
�
�
�
�
�

※遅刻した場合は受験できません。

試験時間

午前９時１０分～午後１時３０分

※ 点字による受験及び試験時間の延長が認められた方に

ついては、終了時間が異なります。

（点字による受験の場合）

午前９時１０分～午後２時３０分

（試験時間の延長の場合）

午前９時１０分～午後２時

愛媛県県民文化会館

（松山市道後町二丁目５番１号）

１１月中旬

第１次試験当日にお知らせします。

第２次

試 験

１１月下旬から１２月上旬に松山市内で実施予定です。

詳細は、第１次試験合格者に通知します。
１２月中旬

合格発表は、合格者の受験番号を愛媛県職員採用情報ホームページ（以下「ホームページ」という。）に掲載します。

４ 試験の方法等

� 試験は、第１次試験及び第２次試験とし、次のとおり行います。

なお、第２次試験は、第１次試験合格者に対して行います。

区分 試験・検査種目 配 点 試 験 の 内 容

第１次

試 験

教 養 試 験 ４０点
高等学校卒業程度の一般的知識及び知能について、筆記試験を行います（択一式４０題、解答

時間２時間）。

作 文 試 験 ２０点 識見、思考力、表現力等について、作文試験を行います（課題１題、解答時間１時間）。

第２次

試 験

適 性 検 査 － 職務遂行に必要な適性について、検査を行います。

口 述 試 験 ３００点 人物について総合的に評定するため、個別面接を行います。

� 第１次試験合格者は、教養試験及び作文試験の合計得点の高い順に決定します。ただし、各試験のうち、一定の基準に達しない種目

がある場合は、合計得点にかかわらず不合格となります。

� 最終合格者は、第１次試験の得点と第２次試験の得点を合計した総合得点の高い順に決定します。ただし、第２次試験の口述試験に

ついて、一定の基準に達しない場合は、総合得点にかかわらず不合格となります。

	 第１次試験合格者に対し、受験資格や、就業に当たり配慮が必要な事項の申出についての確認面談を行います。その際、受験資格に

係る手帳（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳）又は「２受験資格」中に記載した公的判定機関で知的障がいがある

と判定されたことを証明する書類（以下「受験資格に係る手帳等」という。）の持参が必要です。


 教養試験例題（初級）及び前年度に出題した作文試験の課題を、ホームページに掲載しています。

また、愛媛県人事委員会事務局等において閲覧することもできます。

５ 受験申込み

� 受験の申込みは、ホームページから「愛媛県採用試験受験等申込システム」（以下「システム」という。）にアクセスし、画面の指

示に従って全ての必要項目を入力の上、受付期間中に送信してください。

なお、受付期間は次のとおりです。

令和４年８月２３日（火）午前８時３０分から９月９日（金）午後５時１５分まで

※ 障がいの状況等により、インターネットにより申し込むことができない事情がある場合は、９月２日（金）までに愛媛県人事委

員会事務局へ問い合わせてください。

� 申込みは「事前登録」と「本申込み」の２段階方式となっています。まず、事前登録を行いＩＤ番号とパスワードを取得した後、受

付期間中にシステムのマイページにログインして本申込みを行ってください（ＩＤ番号とパスワードは受験票の印刷等、以後の手続に

必要ですので、必ず控えておいてください。）。

� 申込みの受付が完了したら、登録されたメールアドレス宛てに「申込み完了のお知らせ」の電子メールを自動送信します。この電子

メールが届かない場合は、必ず受付期間中に愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。
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� 申込方法等に関する問合せは、受付期間中の午前８時３０分から午後５時１５分まで（ただし、土曜日、日曜日及び祝日等の閉庁日を除

く。）受け付けます（原則、電話で愛媛県人事委員会事務局（（０８９）９１２－２８２６）へ問い合わせてください。）。

� 受付期間内に申込みが完了しなかった場合は、受験できません（受付期間中は、２４時間申込みを受け付けますが、保守点検作業等の

ためシステムを停止する場合があるほか、受付期間終了の直前は、システムが混み合うおそれがあるので、余裕を持って申込みを行っ

てください。）。

なお、使用される機器や通信回線上の障害等によるトラブルについては、一切責任を負いません。

６ 受験票の交付

� 受験申込受付締切後に登録されたメールアドレス宛てに「受験票交付のお知らせ」の電子メールを送信します。１０月１４日（金）まで

に電子メールが届かない場合は、愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

� 「受験票交付のお知らせ」の電子メールが届いたら、システムのマイページにログインし、受験票をダウンロードして印刷してくだ

さい。

� 印刷した受験票は、記載されている事項を確認し、確認した年月日を記入の上、申込者本人が署名して第１次試験受験の際に必ず持

参してください。

※ 障がいの状況等により、申込者本人の署名が困難な場合は、代筆での記入を認めます（その場合、代筆者の氏名も記入してくだ

さい。）。

７ 受験時の配慮について

受験上の配慮を希望する方は、受験申込時に申請してください。

ただし、内容によってはお応えできないことがあります。

� 視覚障がいのある方については、その障がいの程度により、以下の方法による受験ができます。

ア 点字による試験

点字の試験問題で受験をすることができます。

点字による試験は、教養試験の解答時間が３時間（通常の１．５倍）となります。作文試験の解答時間の延長はありません。

また、パソコンによる音声読み上げを補助として併用できます。ただし、パソコン（ＵＳＢメモリが接続可能なもの）、ＡＣアダ

プタ、イヤホン（無線機能がないものに限る。）を持参していただきます。

なお、指定されたソフトウェア（音声読み上げソフト、メモ帳等のテキストエディタ）以外のソフトウェアや無線機能は使用でき

ません。

イ 拡大文字による試験

教養試験問題は、通常文字は１１ポイント程度ですが、拡大文字の場合は、１４ポイント程度となります。

ウ 試験時間の延長（拡大文字による試験を併せることができます。）

良い方の眼の矯正視力が０．１５以下の方及び視野狭窄等でこれに相当すると医学的観点から認められる方が対象となります。

措置の対象となるかどうかを確認するため、受験申込後に身体障害者手帳の写し又は専門医の診断書を別途提出していただきます。

教養試験の解答時間は、２時間３０分（通常の１．２５倍）となります。作文試験の解答時間の延長はありません。

� 聴覚障がいのある方については、試験官の発言事項を書面で伝達することができます。

� 上肢機能障がい等で筆記が困難な方については、作文試験においてパソコンによる解答ができます。ただし、パソコン（ＵＳＢメモ

リが接続可能なもの）、ＡＣアダプタを持参していただきます。

なお、指定されたソフトウェア（メモ帳等のテキストエディタ）以外のソフトウェアや無線機能は使用できません。

� 読字障がいのある方で医学的観点から解答時間の延長が認められる方は、教養試験の解答時間が２時間３０分（通常の１．２５倍）となり

ます。作文試験の解答時間の延長はありません。

措置の対象となるかどうかを確認するため、受験申込後に専門医の診断書を別途提出していただきます。

また、パソコンによる音声読み上げを補助として併用できます。ただし、パソコン（ＵＳＢメモリが接続可能なもの）、ＡＣアダプ

タ、イヤホン（無線機能がないものに限る。）を持参していただきます。

なお、指定されたソフトウェア（音声読み上げソフト、メモ帳等のテキストエディタ）以外のソフトウェアや無線機能は使用できま

せん。

� 書字障がいのある方で医学的観点から筆記による解答が困難と認められる方については、作文試験においてパソコンによる解答がで

きます。ただし、パソコン（ＵＳＢメモリが接続可能なもの）、ＡＣアダプタを持参していただきます。

なお、指定されたソフトウェア（メモ帳等のテキストエディタ）以外のソフトウェアや無線機能は使用できません。

措置の対象となるかどうかを確認するため、受験申込後に専門医の診断書を別途提出していただきます。

� その他

ア 点字受験用の機器（点字器、点字タイプライター等）やルーペ等の使用の有無のほか、車椅子や補助具等の使用の有無、駐車場利

用希望の有無、その他受験に当たって希望する事項については、受験申込時の「受験に当たっての要望事項」欄に必ず入力してくだ

さい。

ただし、内容によってはお応えできないことがあります。

イ 試験実施上の支障を来さないよう、また不正行為を防止するため、音声式の時計、定規（目盛りのあるもの）、電子機器類（電卓、



愛 媛 県 報令和４年７月５日 第３２１号

６２６

��������������

スマートフォン等の携帯電話、タブレット端末、スマートウォッチ、電子辞書、その他これらに類するものと事務局が判断するもの

を含む。）は使用できません。

ウ 試験でパソコンを使用する場合、音声読み上げソフトによる問題文の誤読については、対応しません。また、パソコンの故障等の

事故による不利益は考慮しません。

８ 合格から採用まで

� この試験の最終合格者は、愛媛県職員採用候補者として、採用候補者名簿（以下「名簿」という。）に記載されます。

この名簿は、原則として、令和５年４月以降の採用に対するもので、その有効期間は、名簿に記載された日（合格通知書に記載）か

ら１年間です。

� 採用は、名簿に記載された者のうちから任命権者（知事、公営企業管理者、教育委員会等）がそれぞれ選考を行い、決定します。し

たがって、名簿に記載された者が全て採用されるとは限りません。

� 採用時において、有効な受験資格に係る手帳等が確認できない場合は、採用されません。

９ 給与

初任給は、職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）等の規定により、原則として、次のとおり支給され、このほか該当

者に対しては、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当等が支給されます。

試 験 区 分 現 行 給 料 月 額

一 般 事 務 行政職給料表１級９号給 １５５，６７４円

※ 学歴や職歴などに応じて、一定の基準により加算される場合があります。

１０ 勤務時間

勤務時間は、原則として、月曜日から金曜日まで（祝日及び年末年始を除く。）の午前８時３０分から午後５時１５分までです（窓口・施

設など部署により、勤務時間や休日が異なる場合があります。）。

１１ 試験結果の開示

この試験の結果については、郵送による開示請求を受け付けます。

開示を請求する場合は、試験成績開示請求書に必要事項を記入の上、受験票と返信用封筒（定形、縦１４㎝～２３．５㎝×横９㎝～１２㎝）を

同封して、愛媛県人事委員会事務局宛てに郵送してください。

※ 返信用封筒には必ず宛先を明記し、返信用切手４０４円（簡易書留相当分）を貼ってください。

※ 試験成績開示請求書及び受験票は、システムのマイページにログインし、ダウンロードして印刷したものを同封してください。

開示請求できる人 開 示 内 容 請求受付期間 開示方法

第 １ 次 試 験

不 合 格 者

第１次試験の試験種目別得点、合計得点及び順位（ただし、一定の基準に達しない試

験種目がある場合は、順位に代えて当該試験種目名）

第１次試験

合格発表の日

から１月間 郵 送 に よ り

開 示 を 請 求
第 ２ 次 試 験

受 験 者

第１次試験の試験種目別得点、合計得点及び順位並びに第２次試験の得点、総合得点

及び総合順位（ただし、第２次試験で一定の基準に達しない場合は、総合順位に代え

てその旨）

第２次試験

合格発表の日

から１月間

※ 新型コロナウイルス感染症等拡大防止の観点から、郵送による開示請求としていますが、愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛媛

県条例第４１号）第２９条第１項の規定に基づき、口頭により開示を請求することもできます。

１２ その他

台風などの自然災害等により、やむを得ず試験の日程・開始時刻を変更することがあります。変更がある場合は、システム及び受験申込受付締切時

に登録されたアドレス宛ての電子メールにてお知らせします。

�愛媛県人事委員会公告第８号
令和４年度愛媛県警察官（高校卒程度）採用候補者試験公告

令和４年７月５日

愛媛県人事委員会

愛媛県警察本部

１ 試験区分、採用予定人員及び職務内容
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試 験 区 分 都府県名 採用予定人員 職 務 内 容

愛 媛 県 ４５人程度

個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予

防及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその

他公安の維持に従事します。

男 性 高 校 卒 程 度
警 視 庁 ２人程度

大 阪 府 ５人程度

兵 庫 県 ２人程度

女 性 高 校 卒 程 度 愛 媛 県 １１人程度

男性（高校卒程度）の試験区分を申し込む場合は、第２志望まで選択することができますが、第１志望は必ず愛媛県としてください。

愛媛県の第１次試験に合格した場合、第２志望はなかったものとみなします。

なお、申込後の志望都府県の変更はできません。

２ 受験資格

� 日本の国籍を有する者

� 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条各号のいずれにも該当しない者

� 平成２年４月２日から平成１７年４月１日までに生まれた者（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学（短期大学を除く。）又

はこれと同等と愛媛県人事委員会が認めるもの（以下「大学等」という。）を卒業した者及び大学等を令和５年３月末日までに卒業す

る見込みの者は、除く。）

また、大学等に相当するものについては、他の都府県によっては愛媛県と異なる場合がありますので、志望する都府県に直接問い合

わせてください。

※ 本試験と令和４年度愛媛県警察官（大学卒）採用候補者試験との併願はできません。

３ 試験の方法等

� 試験は、第１次試験及び第２次試験とし、次のとおり行います。

なお、第２次試験は、第１次試験合格者に対して行います。

区分 試験・検査種目等 配点 試 験 の 内 容

第
１
次
試
験

教 養 試 験 ５０点 高等学校卒業程度の一般的知識及び知能について、筆記試験を行います（択一式５０題、解答時間２時間）。

体 力 試 験
（愛媛県のみ） ２０点

職務遂行に必要な体力について、試験を行います。

種 目
基 準

男性 女性

反復横とび ５０回以上／２０秒間 ４０回以上／２０秒間

握力 ４５㎏以上（左右の平均） ２５㎏以上（左右の平均）

上体起こし ２５回以上／３０秒間 １５回以上／３０秒間

腕立て伏せ ３０回以上 １５回以上

２０ｍシャトルラン ６５回以上 ３５回以上

※基準に達しない種目が４種目以上ある場合は、第１次試験の合計得点にかかわらず不合格となります。

スポーツ加点
（愛媛県のみ） ５点

柔道、剣道又はその他スポーツの資格等について、基準を満たしている場合は加点します（詳細は、別表「スポーツ
加点の申請について」を参照）。

項 目 基 準

柔 道 ２段以上（講道館認定の段位に限る。）

剣 道 ２段以上（全日本剣道連盟認定の段位に限る。）

スポーツ歴
全国規模で行われるスポーツ大会（中学校卒業以降の大会で地区予選を経たものに限る。）への選手
としての出場経験
※国民体育大会、全国高等学校総合体育大会等

身 体 検 査 －

職務遂行に必要な身体を有するかどうかについて、検査を行います。

項 目 基 準

視 力 裸眼又は矯正視力が両眼で０．７以上でかつ一眼でそれぞれ０．３以上であること。

聴 力 完全であること。

そ の 他 職務遂行に支障のない身体的状態であること。

※基準に達しない項目がある場合は、第１次試験の合計得点にかかわらず不合格となります。
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第
２
次
試
験

口 述 試 験 ７５点 人物について総合的に評定するため、個別面接を行います。

作 文 試 験 ３０点 識見、思考力、表現力等について、作文試験を行います（課題１題、解答時間１時間）。

適 性 検 査 － 職務遂行に必要な適性について、検査を行います。

身体精密検査 －

職務遂行に必要な健康度について、所定の身体検査書の提出により検査を行います。
なお、弁色力については、次の基準で検査を行います。
○職務遂行に支障がないこと。

※検査の結果によっては、再検査を行った上で判定します。

� 第１次試験合格者は、第１次試験の合計得点の高い順に決定します。ただし、第１次試験の各試験・検査種目のうち、一定の基準に

達しない種目がある場合は、合計得点にかかわらず不合格となります。

� 最終合格者は、第２次試験の合計得点の高い順に決定します。ただし、第２次試験の各試験・検査種目のうち、一定の基準に達しな

い種目がある場合は、合計得点にかかわらず不合格となります。

� 教養試験の例題及び前年度に出題した作文試験の課題を、愛媛県職員採用情報ホームページ（以下「ホームページ」という。）に掲

載しています。

また、愛媛県人事委員会事務局等において閲覧することもできます。

� 第１次試験の１日目は、体力試験及び身体検査に適した服装で来てください。

※ 教養試験以外の試験方法や基準等は愛媛県のものです。他の都府県については、それぞれの都府県に直接問い合わせてください。

４ 試験日、試験会場及び合格発表

区 分 試 験 日 試験・検査種目 試 験 会 場 合格発表

第 １ 次

試 験

令和４年１０月１５日（土）

午前８時３０分から午後５時３０分まで

のうち人事委員会が指定する時間

（遅刻した場合は受験できません。）

体 力 試 験

身 体 検 査

松山東高等学校

（松山市持田町二丁目２番１２号）

１０月下旬

合格発表日は第１次試験の日

にお知らせします。
令和４年１０月１６日（日）

午前９時から正午まで
�
�
�
�

受付時間：午前８時から午前８時４５分 �
�
�
	遅刻した場合は受験できません。

教 養 試 験

第 ２ 次

試 験

１１月上旬～中旬に松山市内で実施予定です。

詳細は、第１次試験合格者に通知します。
１２月上旬

体力試験及び身体検査の受付時間は、受験票に記載します（「６ 受験票の交付」参照）。

愛媛県の合格発表は、合格者の受験番号をホームページに掲載します。

※ 愛媛県以外の都府県については、それぞれの都府県に直接問い合わせてください。

５ 受験申込み


 受験の申込みは、ホームページから「愛媛県採用試験受験等申込システム」（以下「システム」という。）にアクセスし、画面の指

示に従って全ての必要項目を入力の上、受付期間中に送信してください。

なお、受付期間は次のとおりです。

令和４年８月２５日（木）午前８時３０分から９月１３日（火）午後５時１５分まで

※ 原則、郵送や持参による申込みは受付できませんが、インターネットにより申し込むことができない特段の事情がある場合は、

９月６日（火）までに愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

� 申込みは「事前登録」と「本申込み」の２段階方式となっています。まず、事前登録を行いＩＤ番号とパスワードを取得した後、受

付期間中にシステムのマイページにログインして本申込みを行ってください（ＩＤ番号とパスワードは受験票の印刷等、以後の手続に

必要ですので、必ず控えておいてください。）。

� 本申込みの受付が完了したら、登録されたメールアドレス宛てに「申込み完了のお知らせ」の電子メールを自動送信します。この電

子メールが届かない場合は、必ず受付期間中に愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

� 申込方法等に関する問合せは、受付期間中の午前８時３０分から午後５時１５分まで（ただし、土曜日、日曜日及び祝日等の閉庁日を除

く。）受け付けます（必ず電話で愛媛県人事委員会事務局（（０８９）９１２－２８２６）へ問い合わせてください。）。

� 受付期間内に申込みが完了しなかった場合は、受験できません（受付期間中は、２４時間申込みを受け付けますが、保守点検作業等の

ためシステムを停止する場合があるほか、受付期間終了の直前は、システムが混み合うおそれがあるので、余裕を持って申込みを行っ

てください。）。

なお、使用される機器や通信回線上の障害等によるトラブルについては、一切責任を負いません。
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６ 受験票の交付

� 受験申込受付締切後に登録されたメールアドレス宛てに「受験票交付のお知らせ」の電子メールを送信します。１０月７日（金）まで

に電子メールが届かない場合は、愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

� 「受験票交付のお知らせ」の電子メールが届いたら、システムのマイページにログインし、受験票をダウンロードして印刷してくだ

さい。

� 印刷した受験票は、体力試験及び身体検査の受付時間など記載されている事項を確認し、確認した年月日を記入の上、申込者本人が

署名して第１次試験受験の際に必ず持参してください。

７ 合格から採用まで

� この試験の最終合格者は、愛媛県警察官採用候補者として、試験区分ごとに作成する採用候補者名簿（以下「名簿」という。）に記

載されます。

この名簿は、原則として、令和５年４月以降の採用に対するもので、その有効期間は、名簿に記載された日（合格通知書に記載）か

ら１年間です。

� 採用は、名簿に記載された者のうちから任命権者（警察本部長）が選考を行い、決定します。したがって、名簿に記載された者が全

て採用されるとは限りません。

� 採用者は、愛媛県巡査に任命されます。任命後は、愛媛県警察学校に入校し、１０か月間初任教養を受けた後、県内各警察署に配置さ

れます。

� 警察官は、誰でも実力次第で昇任することができ、管区警察学校又は警察大学校に入校して、幹部としての教養を受ける機会が与え

られます。

※ 愛媛県以外の都府県については、それぞれの都府県に直接問い合わせてください。

８ 給与等

� 初任給は、職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）等の規定により、原則として、短大卒程度で公安職給料表１級１５

号給（現行給料月額１９５，７７４円）、高校卒程度で公安職給料表１級７号給（現行給料月額１８１，１０１円）が支給され、このほか該当者に対

しては、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、期末手当、勤勉手当等が支給されます。

� 勤務に必要な被服等が支給されます。

※ 愛媛県以外の都府県については、それぞれの都府県に直接問い合わせてください。

９ 試験結果の開示

この試験の結果については、郵送による開示請求を受け付けます。

開示を請求する場合は、試験成績開示請求書に必要事項を記入の上、受験票と返信用封筒（定形、縦１４㎝～２３．５㎝×横９㎝～１２㎝）を

同封して、愛媛県人事委員会事務局宛てに郵送してください。

※ 返信用封筒には必ず宛先を明記し、返信用切手４０４円（簡易書留相当分）を貼ってください。

※ 試験成績開示請求書及び受験票は、システムのマイページにログインし、ダウンロードして印刷したものを同封してください。

開示請求できる人 開 示 内 容 請求受付期間 開 示 方 法

第 １ 次 試 験

不 合 格 者

第１次試験の試験種目別得点、合計得点及び順位（ただし、一定の基準

に達しない試験・検査種目がある場合は、順位に代えて当該試験・検査

種目名）

第 １ 次 試 験

合 格 発 表 の 日

か ら １ 月 間 郵 送 に よ り

開 示 を 請 求
第 ２ 次 試 験

受 験 者

第１次試験の試験種目別得点、合計得点及び順位並びに第２次試験の試

験種目別得点、合計得点及び順位（ただし、一定の基準に達しない試験・

検査種目がある場合は、順位に代えて当該試験・検査種目名）

第 ２ 次 試 験

合 格 発 表 の 日

か ら １ 月 間

※ 新型コロナウイルス感染症等拡大防止の観点から、郵送による開示請求としていますが、愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛媛

県条例第４１号）第２９条第１項の規定に基づき、口頭により開示を請求することもできます。

※ 愛媛県以外の都府県の試験結果の開示については、それぞれの都府県に直接問い合わせてください。

１０ 問合せ先等

スポーツ加点証明書類提出先

開 示 請 求 先 ・ 問 合 せ 先

愛媛県人事委員会事務局 採用給与課 任用試験係

〒７９０－００１２ 松山市湊町四丁目４番地１ 伊予鉄本社ビル２階

電話 ０８９－９１２－２８２６ ホームページ https://www.pref.ehime.jp/employment/

試験当日緊急連絡先 ０８０－７０３９－１１８９ ※試験当日のみ通話可能

問 合 せ 先

開 示 請 求 先

（※任命権者選考のみ）

愛媛県警察本部 警務課

〒７９０－８５７３ 松山市南堀端町２番地２

電話 ０８９－９３４－０１１０ 内線２６２１・２６２２・２６２３・２６２４・２６２５

愛 媛 県 以 外 の
都 府 県 に 関 す る
問 合 せ 先

警視庁採用センター 電話 ０１２０－３１４－３７２

大阪府警察官採用センター 電話 ０１２０－３７０－３１４

兵庫県警察官採用センター 電話 ０１２０－１４５－３１４
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選挙管理委員会告示

公営企業告示

�愛媛県選挙管理委員会告示第５２号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第

１項の規定による直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

は、次のとおりである。

令和４年７月５日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 大 塚 岩 男

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件となるべき

選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，１３８，６３６

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２２，７７３

� ８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１

を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して

得た数 ２４２，３３０

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

１１ その他

台風などの自然災害等により、やむを得ず試験の日程・開始時刻を変更することがあります。変更がある場合は、システム及び受験申

込受付締切時に登録されたアドレス宛ての電子メールにてお知らせします。

別表 スポーツ加点の申請について

項 目 証 明 書 類 申 請 方 法

柔 道 ○講道館が認定した段位を証明する書類の写し
受験申込時にスポーツ加点を申請する旨を入力した上で、受験申込完了後、システ

ムのマイページに表示される「スポーツ加点申請フォーム」（以下「申請フォーム」

という。）から必要事項を登録（提出）し、「証明書類」を簡易書留郵便による郵送

又は持参により愛媛県人事委員会事務局へ提出してください。

（登録（提出）期限：令和４年９月１３日（火）午後５時１５分（必着））

「出身校による全国大会参加証明書（原本）」以外の書類を提出された場合、又は

提出書類に不備があった場合は、原本確認又は追加書類の提出を求めることがありま

す（この場合、第１次試験（１日目）当日の受付終了時までに証明書類の原本又は追

加書類を提出してください。）。

なお、次のいずれかに該当する場合は、加点しません。

� 記入漏れや不備等がある場合

� 加点基準を満たさない場合（基準を満たす事実が確認できない場合を含む。）

� 受験申込時に、スポーツ加点を申請する旨の入力がない場合（申込完了後の申

込内容の変更はできませんので注意してください。）

� 期限までに申請フォームの登録（提出）及び証明書類の提出がない場合（申請

フォームの登録（提出）と証明書類の提出が両方必要です。また、証明書類の原

本確認又は追加書類の提出に応じられない場合も加点しません。）

剣 道
○全日本剣道連盟が認定した段位を証明する書

類の写し

スポーツ歴

○出身校による全国大会参加証明書（原本）

上記の証明書類の提出を原則としますが、こ

れを用意できない場合は、次の�、�の両方が
証明できる書類の写しを提出してください。

� 地区予選を経た全国大会であること。

� 地区予選を経て、全国大会に選手として

出場したこと。

※�は氏名、大会名及び開催年月が明記され
たものであること。

※「選手として」とは、選手登録されたこと

を要件とする（監督、コーチ、マネージャ

ー等は除く。）。

�愛媛県公営企業告示第６号
次のとおり落札者を決定した。

令和４年７月５日

愛媛県公営企業管理者 山 口 真 司

南 宇 和 郡 １７，９０３ ５，９６８

松山市・上浮穴郡 ４３４，５２２ １３９，０８７

今 治 市 ・ 越 智 郡 １３５，６３４ ４５，２１２

宇和島市・北宇和郡 ７３，５４８ ２４，５１６

八幡浜市・西宇和郡 ３５，６２７ １１，８７６

新 居 浜 市 ９８，０４２ ３２，６８１

西 条 市 ８９，７８６ ２９，９２９

大 洲 市 ・ 喜 多 郡 ４８，９７６ １６，３２６

伊 予 市 ３０，６８３ １０，２２８

四 国 中 央 市 ７１，７５０ ２３，９１７

西 予 市 ３１，１１２ １０，３７１

東 温 市 ２８，１１８ ９，３７３

選 挙 区 別 選挙権を有する者の総
数

同左の３分の１の数
（松山市・上浮穴郡選
挙区にあっては、同左
の４０万を超える数に６
分の１を乗じて得た数
と４０万に３分の１を乗
じて得た数とを合算し
て得た数）

伊 予 郡 ４２，９３５ １４，３１２
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雑 報

�公 告

令和４年度行政書士試験の実施について

行政書士法（昭和２６年法律第４号）第４条第１項の規定により愛

媛県知事から一般財団法人行政書士試験研究センターに委任された

行政書士試験について、行政書士試験の施行に関する定め（平成１１

年自治省告示第２５０号）第８に基づき、次のとおり公示します。

令和４年７月５日

一般財団法人行政書士試験研究センター

１ 試験期日

令和４年１１月１３日（日）午後１時から午後４時まで

２ 愛媛県における試験場所

松山市大可賀２－１－２８ アイテムえひめ

３ 試験の科目及び方法

� 試験の科目

試験科目 内 容 等

行政書士の業務に

関し必要な法令等

（出題数 ４６題）

憲法、行政法（行政法の一般的な法

理論、行政手続法、行政不服審査法、

行政事件訴訟法、国家賠償法及び地

方自治法を中心とする。）、民法、

商法及び基礎法学の中からそれぞれ

出題し、法令については、令和４年

４月１日現在施行されている法令に

関して出題します。

行政書士の業務に

関連する一般知識

等

（出題数 １４題）

政治・経済・社会、情報通信・個人

情報保護、文章理解

� 試験の方法

① 試験は、筆記試験によって行います。

② 出題の形式は、「行政書士の業務に関し必要な法令等」は

択一式及び記述式、「行政書士の業務に関連する一般知識等」

は択一式とします。

※ 記述式は、４０字程度で記述するものを出題します。

４ 受験願書及び試験案内の配布と請求方法

� 受験願書及び試験案内の窓口での配布

① 配布期間：

令和４年７月２５日（月）から令和４年８月２６日（金）まで

② 配布場所：

別表に掲げる場所で行います。

� 受験願書及び試験案内の郵送での配布

① 配布期間：

令和４年７月２５日（月）から令和４年８月１９日（金）（必

着）まで

受験願書及び試験案内の郵送での配布請求期間は、令和４

年７月４日（月）から令和４年８月１９日（金）（必着）まで

です。この期間内に請求があったものについて、上記配布期

間に郵送配布します。

② 配布方法：

住所・氏名、郵便番号記載の返信用封筒（角形２号＝Ａ４

サイズの受験願書が折らずに入る大きさの封筒）に、郵便切

手１４０円分を貼付し、下記の宛先まで請求してください。

受験願書及び試験案内の請求先

〒２５２－０２９９ 日本郵便株式会社 相模原郵便局留

一般財団法人行政書士試験研究センター試験課

５ 受験手続

� 郵送による受験申込み

① 受付期間：

令和４年７月２５日（月）から令和４年８月２６日（金）まで

② 受付場所：

一般財団法人行政書士試験研究センター試験課

受験願書及び試験案内が入っていた封筒を使用し、受付期

間内に郵便局の窓口で必ず簡易書留郵便で郵送してください。

※ ８月２６日（金）の消印があるものまで受け付けます。

③ 提出書類：

受験願書（顔写真貼付、受付郵便局の日附印のある振替払

込受付証明書（お客さま用）の貼付があるもの）

� インターネットによる受験申込み

① 受付期間：

令和４年７月２５日（月）午前９時から令和４年８月２３日

（火）午後５時まで

インターネットによる受験申込みは、８月２３日（火）午後

５時で終了します。午後５時までに入力を完了していないと、

接続中（入力中）であっても申込みができなくなりますので

ご注意ください。

※ この期間におけるインターネットによる受験申込みは

２４時間利用可能です。入力方法等手続の詳細については、

当センターホームページにアクセスし、ご確認ください。

ホームページ https://gyosei-shiken.or.jp

※ 受付最終日（８月２３日（火））は大変混雑し、インタ

ーネットが繋がりにくくなることが予想されますので、

余裕を持って早めに申し込んでください。

② 受験手数料の払込み

ア 受験手数料は、クレジットカード（申込者本人名義のも

のに限ります。）又はコンビニエンスストアで払い込んで

ください。

イ 利用できるクレジットカード

ＶＩＳＡ、Ｍａｓｔｅｒ、ＪＣＢ、アメリカン・エキス

プレス、Ｄｉｎｅｒｓ

ウ 利用できるコンビニエンスストア

セブン－イレブン、ローソン、ローソン・スリーエフ、

ファミリーマート、セイコーマート、ミニストップ、デイ

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

中央病院院内ＬＡＮ設備機器 １式
（月額賃借料／県立中央病院）

愛媛県公営企業管
理局総務課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

令和４年６月１３日
四国通建株式会社
愛媛県今治市南大門町
一丁目１番地の１５

１，９９１，０００円 一般競争入札 令和４年４月２６日
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リーヤマザキ、ヤマザキデイリーストア、ニューヤマザキ

デイリーストア

� 受験手数料 １０，４００円

受験手数料の払込み方法については、試験案内をご覧くださ

い。なお、払込みに要する費用は、受験申込者の負担となりま

す。

また、一旦払い込まれた受験手数料は、地震や台風等により、

試験を実施しなかった場合などを除き、返還しません。

� 連絡先（問合せ先）

一般財団法人行政書士試験研究センター

郵便番号 １０２－００８２

所在地 東京都千代田区一番町２５番地

全国町村議員会館３階

電話番号 ０３－３２６３－７７００

６ 特例措置の実施

� 身体の機能に障がいのある方等で、車椅子の使用、補聴器の

使用、拡大鏡の持込みなど、受験に際して必要な措置を希望さ

れる方には、障がい等の状況により希望される措置を行うこと

があります。なお、申出の時期や障がいの内容等によっては希

望に沿えない場合があります。

� 受験に際して必要な措置を希望される場合は、受験申込み

（「郵送による受験申込み」又は「インターネットによる受験

申込み」）をする前に、必ず当センターまでご相談ください。

※ 特例措置の手続については、試験案内をご覧ください。

７ 合格発表の日時及び方法

� 日時

令和５年１月２５日（水）午前９時

� 方法

一般財団法人行政書士試験研究センター事務所の掲示板に合

格者の受験番号を公示（掲示）します。なお、公示後、受験者

には合否通知書を郵送します。また、一般財団法人行政書士試

験研究センターのホームページ（https://gyosei-shiken.or.jp）

にも合格者の受験番号を掲載（掲載開始時間は、合格発表日の

午前中）します。

別表（４関係） 愛媛県における試験案内及び受験願書の配布場所

配布場所 所 在 地 配布時間

愛媛県総務部総務管理

局私学文書課

松山市一番町４－４

－２

午前８時

３０分から

午後５時

１５分まで

愛媛県東予地方局地域

産業振興部総務県民課

西条市喜多川７９６－

１

愛媛県東予地方局今治

支局総務県民室

今治市旭町１－４－

９

愛媛県中予地方局地域

産業振興部総務県民課

松山市北持田町１３２

愛媛県南予地方局八幡

浜支局総務県民室

八幡浜市北浜１－３

－３７

愛媛県南予地方局地域

産業振興部総務県民課

宇和島市天神町７－

１

愛媛県行政書士会 松山市錦町９８－１

愛媛県行政書士会館

午前９時

から午後

５時まで

注 土曜日、日曜日及び国民の祝日は配布を行いません。

令和４年７月５日 発行


